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ＰＴＡ共済会だより  No.44 2025 年 5 月 9 日 
                 一般社団法人  札幌市ＰＴＡ共済会  
                    Sapporo Parent-Teacher Association Mutual Aid Society 

● 共済制度説明会が終わる 
4 月 15 日（火）・18 日（金）に「ちえりあ」6 階講堂におきまして共済制度説明

会を開催いたしました。共済会担当の先生方には、年度初めのお忙しい中、参加

していただき感謝申し上げます。今後、加入の諸手続き・掛金の集金・送金等ご

協力をいただきますようよろしくお願いいたします。なお、書類関係様式データ

は、札幌市 PTA 共済会ホームページに掲載しておりますのでご利用ください。 
 共済会ホームページ 

https://sapporo-pta.gr.jp/kyosai/ 

l 共済契約のスケジュール 
１）「共済契約申込書」提出 5 月末日です。（提出がないと、事故報告を受理できなくなります） 
２）「共済契約確定人数・送金額報告書」 6 月 2 日～13 日まで…庁内メール便で市 P 共済会へ 
３）共済掛金と「非加入届出書」(様式 5)のとりまとめ 
４）共済掛金の納入は、6 月 30 日が締切り（厳守）です。 

※庁内メール便で振込用紙レモン色を送付しました。この振込用紙を使っていただくと手数料

は受取人負担ですので手数料はかかりません。北洋銀行本店・支店以外から振込をする場合

の手数料は単 P でご負担いただきます。 
 
 
 
 
 
 
 

 
遅れる場合やお問い合わせは、671-2372 へお電話を 
※「共済証書」は、加入者数の確定する７月上旬に順次発行いたします。 

 
〇 安全啓発普及活動  

小学校の「交通安全教室」、中学校の「命の授業」、単 P 企画安全普及活動助成 

昨年度 3 月よりそれぞれご案内いたしました三つの事業についてお知らせいたします。小学校

の交通安全教室は、若干の空きがあります。ご希望がございましたら共済会にお問合せください。

中学校の命の授業は、まだ応募可能です。単 P 企画安全普及活動助成事業は、今後多くの学校に

利用していただくように各区から 1校を目途に決定していきたいと思います。（連続の助成はでき

ません）応募等の詳細は共済会事務局までお問い合わせください。ホームぺージもご覧ください。 

 

〇 交通安全標語募集に関して 

今年度も各区Ｐ連と共催の形で「交通安全標語コンクール」を開催いたします。各区ではコンクー

ルを、共済会では、最優秀作品を入れ込んだ交通安全旗の作成とポスター化を行い、各園・各校に配

付していきます。各校での取り組みをお願いすると同時に標語づくりを通して児童生徒の交通安全へ

の意識の高まりを期待し、交通事故撲滅の一助となればと思っております。 

掛け金の振込みについて 

「ＰＴＡ共済のしおり」にも記載している通り共済掛金納入締切りは６月 30日となります。

例年未納者の対応で担当の先生には大変ご苦労をおかけしております。監督する北海道教育

委員会からも改善を要請されております。本来であれば納入日を過ぎると補償が受けられな

くなります。納入締切りを過ぎる場合は、共済会にご連絡いただくとともに単Ｐで対応につ

いてご相談していただきますようお願い申し上げます。 



 

l ＰＴＡ共済金給付までの流れ 

 

 
 
 
 
                                      ＜お願い＞ 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

様式８又は様式９ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    診 断 書 に つ い て   

                   2025 年度の契約から診断書は不要になります 

2024 年度契約期間に発生したけがに適用 
・領収書コピーまたは診療明細書コピー 

・入院を伴う手術を行った場合は診断書 

2025 年度契約期間に発生したけがに適用 
・領収書コピーまたは診療明細書のコピー 

・入院を伴う手術を行った場合は診療明細書コピー 
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事 故 の 発
⽣ 

1 事故報告書を保護者へ 

配付 

2 保護者からの事故報告書

の確認と FAX 送信 

3 共済会からの受付の 

お知らせの確認 

5 保護者から請求書類

の受取りとチェック 

6 庁内メールで共済会へ

送付 

7 共済から保護者へお⽀

払い 

8 学校担当者へお⽀払い

完了のお知らせ 

9 学校担当者から保護者

へお⽀払い完了の通知 

共済会での審査 

共済会での審査 

様式６ 

※学校管理下はスポーツ振興センターへ。 

 

学校管理下外、ＰＴＡ活動中は共済会の

対象です。 

4 保護者へ請求書類の配

付 

※FAX の鑑文は 

不要です。 
 

※治療の見込み期

間、医療機関名の

記入漏れが多く

なっております

ご確認をお願い

します。 

 

 

※学校FAX番号を忘

れずにお書きく

ださい。 

※日付の未記入や 

印の押し忘れが

ないようにご確

認ください。 

※児童生徒用と保護

者用で様式が違い

ますのでご注意く

ださい。 



 

☆４月１５日（火）１８日（金）に行われた共済会説明会での質疑応答（一部加除修正） 

 
   
Q 事故報告書が校務⽤ＰＣからダウンロードできなかった。 
A マイクロソフト社やグーグル社などの IT大手企業のセキュリティ強化により、一部の PC でブラウ

ザ閲覧時に「安全にダウンロードできません」という表示が出る場合があります。 
＜回避・解除⽅法＞ 
・都度ファイルを操作し「保存」を選択する⽅法 
・ＰＣの【設定】より「Cookie とサイトのアクセス許可」を選択し、さらに「セキュリティで

保護されていないコンテンツ」をクリックする⽅法 
 

※なお、当ホームページは SSL(情報暗号化)対応済みとなっており、安全にご利⽤いただけ 
ます。 

 
Q ４〜５⽉中の事故発⽣について、中学校新⼊⽣は⼩学校・中学校のどちらが⼿続きをするのか。 
A 事故のあった⽇の在籍校が⼿続きを⾏う。４〜５⽉中は中学校で⼿続きを⾏う。 
 
Q ＰＴＡ共済に加⼊しないという意志表⽰はないが、掛⾦⽀払いのない家庭への対応は。 
A ⽴替えは考えられるが、⽀払いがなければ加⼊していないという⾒解になるか、最終的には単Ｐで

の⾒解となる。 
 
Q 病院の領収書について、レシートは可能なのか。 
A レシートに領収書と記載されているのは可能。そのコピー提出でもよい。 
 
Q 新⼀年⽣の４〜５⽉中の事故は対象になるのか。 
A 今年度単位 PTA が契約することになっている場合は対象になる。 
   
Q 補償の対象になる場合は、通院の回数ではなく、事故発⽣からの⽇数と捉えてよいか。 
A ⽇数条件を参考にしてほしい。学校管理下外の事故は発⽣から３⽇⽬以降に通院等を⾏ったか 

が判断の条件となる。 
 
Q 様式１０（⽀払い完了のお知らせ）を保護者向けに作成していただけたらよいのですが。 
A 単位 PTA との契約ですので学校宛ての⽂書になっている。検討する。 
 
Q 診断書（２０２５年度契約から不要）のことは保護者への案内にも記載されているか。 
A ピンク⾊の家庭への案内に記載されている。 
 


